
1.疾病・負傷事故発生

2.交流の家事務室へ連絡

３-１.医務室にて処置 ３-２.消防署へ連絡

疾病・負傷事故等の対応

５.報告
事務室にて、報告をお願いします。

1.疾病・負傷事故発生

2.交流の家事務室へ連絡

３-１.医務室にて処置 ３-２.消防署へ連絡

４.医療機関受診（必要に応じて）
※移動については、団体の車かタクシーでお願いし

ます。

疾病・負傷事故等の対応


